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1. はじめに

1 -1.問題の所在

1902(明治35)年の中学校教授要目(以下， 1要目jと略記)において，菌諾及

漢文科の第五学年第三学期に「毘文学史jという科目が設置された。中学校の国

語教育において「昌文学史jを扱うことの重要牲について，芳賀矢ーは次のよう

に述べている D

国学と云ふもの、主要なる目的が文学史の研究にあると向じく，中等教

育に於ける所の国語と云ふもの、教;授受の中枢となり其の最最綱も大切な所と

なるのは文学史でで、なければならぬのでで、ある {ωiリ)

芳賀が強謂するのは， 1国文学史jの教授は， 1日本歴史」の時間の1=1::1ではなく，

あくまで[思文J(当時の正式な教科名称は「関語及漢文J)の中で行うことであ

るO 芳賀によれば，例えば万葉集の巻数や成立年代といったものは「日本歴史の

一節としてそれ丈の事実は教へることが出来るjが，それは「国文学史Jの教授

ではない。語文学史とは「政治竪史，文明史とは又大に違った領分jがあり，あ

くまで別に 100文jの時間に扱わなくてはならないのである。その理由を芳賀は

以下のように語っている O

文学史の目的は種々ありますが，元来文学史と云ふものは由民の思想、感

情を尽く発露したもので，それを知るのが自的であります。文学と云ふ

ものは一般の科学に対し学術に対しまして一種別なものである。真理を

語るものでなく寧ろ空想を話すものである D さう云ふ領分を持って居る
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文学それを取って研究するのが文学史でありますので，其の罰民の想像

毘民の思想、の走った領分を引括めて其の歴史を見るのがElIJち文学技史

で，国民の心性と云ふものがそれに依って分るものでありますし，由民

の思想感情の歴史がそれに依って分ると云ふことが文学史の目的である

のである ω。

芳賀は f国文学読本j(1890 (明治23)年，立花銑三郎との共著)， ~国文学史十

講j(1899 (明治32)年)など多くの国文学史テクストを執筆，編集している。さ

らに， I要目」の原案となった『尋常中学校教科系m岳部査報告j(1898 (明治31)年)

の国語科調査委員を務めたことから， I要呂」における f国文学史」の設置に大き

なかかわりをもったと考えられる人物である O したがって， I要白」の規定は「主

要ナル文学時代顕著ナル文学者顕著ナル著作物 各種ノ文体，歌体JI国文学

史ヲ授クルニハ我国ノ漢学ヲモ度外ニ置くへカラス又上古文学ノ一斑ヲモ窺ハシ

ムへシjというものにとどまるものの，上記の芳賀の論考によって，この新設科

自に託された目的や意味を知ることができる O

しかし，要目から 9年後(1911(明治44)年)の中学校教授要目改正(以下，

「改正jと略記)において，この「国文学史」は，国語及j英文科の科呂から廃止さ

れることになる o I中等教育に於ける所の国語と云ふもの、教授の中枢Jとなるは

ずだった「国文学史jが，なぜ一度の改正で廃止されることになったのか。これ

についての文部省の公式な見解は，管見においては見出せない。先行研究につい

ても，野地潤家(1974) が鹿止の事実については記述しているものの，その廃止

の背景などについての考察は行っていない(九「要目jにおける[国文学史」は，

今日の国語教育における「古文j概念の原初的形態として考えられるへしたがっ

て，その「改正jにおける廃止の要因を明らかにすることは， I古文j概念の形成

過程を辿る上での不可欠な作業といえようヘ

1 -2.研究の目的と方法

そこで本稿は， I改正Jにおける IIiI文学史jの廃止が，当時の国語教育におい

てどのような意味を持つものであったのかを考察することを目的とする O より具

体的に述べれば，これは「改正Jにおいて国語及漢文科に生じた科目編成の変化

の統一的な要因を説明することを試みるものである D

「要目Jと「改正Jとを比較すると，国語及漢文科全体の授業時数はほとんど変

化していない (33時間→34時間(適当たりの授業時数の全学年合計))0 しかしそ
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の一方で，科目構成には， rr君文学史jの廃止以外にも複数の点で変化が生じてい

る。たとえば，従来の「要自jにおける「講読jは， r改正jにおいて「菌語講

読Jと「漢文講読jに分科している D また， r文法及作文jは， r文法jと「作文j

に分科している o r漢文講読jは f講読jから， r作文jは[作文及文法jから独

立した，いわば新設科目であり，いずれも「改正jにおいて時数などが従来より

増加している O これらに対して， r文法jと「習字jは，設置されていない学年が

あったり，設霞はされているものの時数が定められていない学年があるなど，削

減の傾向が見られる (ω。

「改正jにおいては， r国文学史jの廃止と i奇特に，このような科目構成や授業

時数の変化が生じているのである D この中で 特に「作文jの重点化は， r国文学

史jの廃止の要留との関連性において注自したい現象である白総授業時数がほと

んど変化していない以上，一方の廃止と一方の重点化は，あるひとつの方針の反

映と豆、われるからでで、ある {ω7η)

以上のような問題を解明する方法としては 「要呂j治か、ら f改正jの問，すなわ

ち明治3お5年治か、ら4似4年の開に{教育時論』や f溜撃i院境雑誌;などに掲載された論考

などを中J心L心、的な資料料a として用い，その中で「国文学史jの存廃をめぐってどのよ

うな議論が交わされていたのかを調査する O そして，教育制度史に関する先行研

究や作文教育の知見などもふまえながら， r改正jにおける「国文学史JI発止の背

景を明らかにし，その意味を考察していきたい。

2.文部省の諮問と中学校長会議の答申

2-1. 中学校教授要自に対する批判

[国文学史jの廃止について論じる前に，まず「要自Jが改正された背景につい

て言及しておく必要があるだろう。本稿で紹介する複数の議論は，いずれも根本

的には， r要呂Jの規定するカリキュラムに対して論じられてきたものであり，

f要目Jの問題点を改善し，中学校の実態に郎したものにしようという提案や試み

であるためである O

1教育時論jは要自について，ほほ一貫して批判的な立場を示している O その批

判は， r各学科相互の連絡保たれずして，全体の統一を失へる弊jから発してい

るO この「弊」について『教育時論iが憂慮するのは，次のような状況である。

教師各その学生を強ひて，ひとへに自己の担任学科に多く力を注がしめ
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んことを望み，数学の教師は，学生をして皆数学家たらしめんとし，英

語の教師は又，学生をして皆英学者たらしめんとするが如き弊害あるを

免れず，生徒に対ーする要求の過大なる， 日々の教授時間外に，尚多大の

時間を研学に費さしめずんば止まずして，これが為に学生身心の発達上

大なる障害を来たさ Y るべきやの恐なきにあらずω。

つまり， I要目Jの規定のままでは各教科の専門性が高すぎるため，授業につい

ていけない生徒が出てくる恐れがあることを難じているのである。さらに， I教師

が，教授に熟せず，注意の粗砲なる，一学年間に於いて，予定の教授を為すこと

能はず， ~壁史の如き，古代に精しくして，現時の事は授けずして終はるが如きこ

と多くあるが如し」ωと，規定の時間内にすべての内容を教授できない可能性があ

ることも指摘している O

このような批判はそもそも， I要呂」の原案にあたる『尋常中学校教科縄自調査

報告j0898 (明治31)年)の時点からなされていたものである D この調査は，文

部省が「中学教育ノ統一Jを留るために委員を任命し，行ったものである。 f教育

持論jは，この調査で任命された委員たちの所属が大学や高等師範学校などに眼

定されており，中学校の教師がそこに含まれていないことを批判している O

該委員三十余名の内，八九分通りは，大学教授，若くは，高等専門の学

校教員より撰任したれば，委員其人々は，高等学問に係る事理にこそ深

けれ，執れも，中学校程度なる教授の実際に昧くして，或は，高等学校

以上の教科に適すべきの事項を，細目として設定せんとするもあり，或

は，一概に，卑近阜近と i唱へて，小学校の児童に教授すべきほどの教科

を，朝日自に編入せんとするもありて，今に於て，苦々津涯を弁ぜ、ずとい

ふ(10)

f教育時論jの論点は，現場の実態と;jJE離した f尋常中学校教科細白調査報告j

が原案となって中学校教授要目が作成されたことにあったD このような批判は，

f要目jの改正を導いた世論のひとつとして認められるだろう o I要目J以降，国

語及漢文科においては 「国文学史Jの存廃に関するものをはじめとして様々な議

論が交わされた。その背景には，盟諸教育のみに止まらず，中学校教育全体にわ

たる議論があったのである。次節で言及する文部省の諮問および中学校長会議の

答申も，以上のような「要自J批判を背景として提出されたものであるといえる D

2 -2. I国語科に於て毘文学史を教授するの要否j

口。
「
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1909(明治42)年に文部省は，中学校長会議に対して「国語及漢文科教授の改善

方法如何Jr国語科に於て国文学史を教授するの要否jについて諮問している(11)。

それに対する中学校長会議の答申は，まず「国語及j英文科教授の改善方法如何J
について， 13項自にわたり教科内容や方法の精選を促している ω。さらに， r国語

科に於て国文学史を教授するの要否Jに対する答申は「国文科に於て国文学史を

教授するを要せずjというものであった口

これより約 2年後に公布された「改正jの文言には，中学校長会談答申の影響

を読み取れる箇所が少なくない。特に， r注意jの項には，故事成誌などの教授が

あまり専門的にならないこと，文法を「講読Jゃ「作文Jに付帯して教授するこ

と，作文教授における添削に関することなど，中学校長会議の答申が直接的ある

いは間接的に反映していると思われる記述が譲数あるむその中でも「国文学史j

の廃止は，最も藍接的に答申の考え方が表れたものだといえるだろう O

当時，高等女学校の教師だった芝野六助は，若j英会発行の f教育j誌上におい

て， r中等教育の毘語教授を論じて読本編纂に及ぶjという論考を複数回にわたり

掲載している問。その中で，中学校長会議の「国文学史j廃止を促す答申につい

て「此の f要せずjの意は組対に必要無しの意にあらずして，他に退引ならぬ必

要の者これ有るが為に，教ふる時間無きが故の?要せずiなるは明かなり jと述

べ，答申に至った背景について考察している O

愚思へらく，此最大の理由は我等国語教師は， l蛮文学史の力少く，随て

教授方法，此謀を設けし目的に合はざるが為なりと O 次の理由は，問文

学，之を歴史的に説明するほど，生徒は盟文学の素養摂きが為ならんD

次は時間の経済より来りしものならんω。

ここで芝野が指摘しているのは， r国文学史J廃止の背景には，教師の問題，生

徒の問題，そして授業時数の配分の問題があったことである。このうち，教師の

問題および生徒の問題については，前掲の f教育時論jにおける「要目j批判を

援用することができるだろう。それは， r要呂Jの内容が現場の実態と詑離してい

ることが生徒の学力低下を招くことを批判するものであった。

以下においては，柴野が三点目に指摘している「時間の経済jについて考察し

たい。これは，具体的な授業時数の増減の問題には止まらず，中学校の学習内容

や範箇，あるいは程度をどのように設定するのかという議論と深くかかわってく

るものである。そして管見に入った資料からは， r国文学史Jの廃止がこの点にお
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ける問題を背景として生じたことが示唆されるのである O

3. r国文学史j廃止の背景についての考察

3 -1. r国文学史」の不要論と擁護論から

富岡中学校教諭・安倍徳太郎は， r教育学術界j誌上において「中等教育(主に

中学校)に於ける f国語科』の地位」という論考を複数回掲載している O この中

で「国文学史jについて「中学校は専門教育でもなくその予備校でもない以上は，

こんな学科を一科として系統的に組織した抽象的な理法を授ける必要はないjと，

その不要論を展開している。安倍が根拠とするのは， I国文学史」の n国史科J

との重複J，そして If講読jとの重複Jという二点である D 前者については， I国
史Jの教科書には「文化発達の主要なー現象としてかならずこの文学の歴史をも

記しであるjため，別に「国文学史」を設けて時間を「徒費Jする必要はないと

述べる O さらに， r文化発達の事項中なぜ文学だけ特別に必要であるかJとも述べ

ている o rその外の宗教や美術や風俗や言語などの歴史にひかくして文学の塵史だ

けが特に必要な理由はいづくにあるかjとし 「国文学史Jの特設は「文学専門家

の越権偏見Jであると批判するのである。後者については， I講読Jには「各課の

文章作者やその書籍の解題やその時代の梗概をも前言する必要があるjため，そ

れによって「国文学史Jの要素は教授できるとしている O さらに「日前売jだけで

は主に現代近古中古ぐらゐの文学を知らしめるけれど，古代や上古文学を教へる

ことが出来ないjと考える人々がいるとしながら それに対して次のように批判

している。

「国史Jの教科書と「文学史」の教科書との相違点を比較して見ると，

つまり前者よりも後者が幾分か精細である口しかもその精細といふ点は，

その著作物より一二節の文章や詩歌を摘出しであるだけである O しかる

にこれがまたはなはだ困る 宣命体の文や万葉集の歌が開巻第一に引か

れであると，書物にある以上は教へずに素通りも出来まい，教へるとす

ると，生徒の学力に不適当でかつ不必要なものばかりである，適当で必

要なものは大低読本中に網羅しであるはずである D 時間に余裕があるな

らば前章に詳論したように「読むことJI話すことJI作ることjに骨折

るべきである。「文学史Jなどの余計な事に費すのは不経済至極であ

る(15)。
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つまり， I国文学史jの内容は， I普通教育jのレベルにとって適当でないとい

うのが，安倍の主張である O 安倍によれば， I普通教育jは「広く浅い方の教育を

なすべき所jである O そのため， I外廷が狭く内包が深い方jである専門教育的な

f霞文学史jは， I普通教育的でないからこれを?国史jゃ f講読jや E作文』な

どに附帝教授すべしJとしている口さらに， I国文学史jの内容はは講読Jr作
文Jr国史j教設の目的中に必然、にこの仕事が含まれてるJことになるため， I国

文学史jを科呂としてのみならず，教材あるいは単元として明示する必要すらな

いと論じてしEるO

安倍のような[箆文学史j不要論がある一方で，擁護論としては， r教育時議i

に掲載された野村八良のものが挙げられる口東京市:女子師範学校教諭である野村

は，文部省の諮問をふまえて， I時間は甚だ、少いが，とにかく，国文学の統ーした

史的観念を与へることは出来る。それで 折角現在実行してゐることでもあるか

ら，此の際之れを取除かないで，そのま、にやって行つてはどうかと思ふ。Jと，

f国文学史jを存続させることの価値を見出そうとしている O 安倍と同様に，ここ

でも「国文学史jは， I国史Jや「講読」と対比させながら論じられている O

此の国語と毘史とが国民教育の上での根本ともなり，基礎ともなるので

あるが，国文学史は，国史を経とし，国語を緯としたので，或は，此の

両者に各々中心点を於て楕円形を書いてゐるやうなものだとも云へょ

うO つまり積極的に重要な学科であり，中学校においては，もとより精

密な巨綿な教授は出来ないにしても，当然教;授受すベきものでで、ある(州l凶ゆ6ω}

そして， I文明史的智識は国史で教授するし，国文学の普通に名高いものは，散

文にしても，歌にしても，国語の講読で教授するからjというような理由による

「国文学史j不要論を「遺憾jとし，次のように述べる。

中学校だけで国語の教育が完結して，或は軍事，医学，理学，実業とい

ふやうな方面に出て行く人にとっては，一部の人を除いては全く昌文学

史の概要をも知らないことになる。之れは大国民の常識なり，たしなみ

なりの上から見て，どうもふさはしくない事と患われる(川1η17)η)

野村村.~にこよれば， I国文学史の事実は，すべて悉く之れを昌史に移す事は出来ない

し，又，国語の講読の方では系統は立つものではないJのである o I国文学史Jは

高等女学校では設置されておらず，また師範学校では先に廃止されていたが， I中

学校は，女子教育とか，師範教育とか，いはば特殊な傾向を離れて，一般社会の
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各方面の伍に入る人士を出すのであるから，学校の成り立ちから云っても，之れ

はそのま、にして置いてよからうと思ふ」とする D そして[第一，文明史，文化

史として取扱ふ事Jr第二，純文学のみを取扱はないで，広く各般の文献に亘り，

本邦に於ける漢文学をも{井せて説く事を要するJr第三，国文学は，主として，物

語にしても，歌にしても，一部分の階級にかかはった文学で，技巧詩である O さ

ういふ方面と共に，民俗文学たる神話，伝説，童話，民間信仰，謎語，民謡の方

面にも及ぼす必要があるJr第四， I童文学史は，一面に於て，文献学史として，学

術の発達をも明かにし，i奨学なり国学なりの成述をも示すやうにする事も入るj

とし 1う提案をし， r忠文学史jの位置づけや内容を改善するよう述べている。

ここで紹介した安倍と野村の見解の相違は，中学校の学習内容の範囲あるいは

程度についての考え方の相違から生じているといえる O これはそもそも，中学校，

あるいは「普通教育j というものをどのように捉えるかという問題に起因するも

のだろう O 前掲のような議論がなされていた時期は，中学校の規模や性格が変化

していく時期だった。中学校の学校数，生徒数は， 1凶89ω0年代(明治2お3~3辺2年)カかミ

ら lω90ωO年代にカか、けて(明 j治台3お3~4位2年)λ， ともに着実に増j加]路Bの{傾頃向を示している(凶i凶川Hめ)

さらに，米自俊彦(1992)が指摘するように， 1900年代は，従来の中学校が担っ

てきた[エリート養成Jという性格が以前よりも弱まった時期であったo 1900年

代は，高等学校への進学割合が著しく低下する一方で，私立の専門学校への進学

割合が増加する時期である O このような進学先の多様化の傾向から，米自は，

1900年代において「中学校と帝国大学との関係，すなわち中学校のエリート養成

という性格は90年代よりもかなり弱まったといえるだろう j と述べている倒。こ

のように，中学校の役割が変化していく過程では，必然、的に，その教育内容の範

囲や程度が見産されることになる。その見直しの過程において， r国文学史jが存

廃の微妙なボーダーライン上にあったことは， r国文学史」について不要論や擁護

論などの様々な議論が生じていたことが示している O

3 -2.作文教育の動向から

先述したように， r改正jにおいては， r国文学史jが廃止された一方で， r作
文jや ri英文講読jには重点化の傾向が見られる O 特に「作文Jに関する各誌の

論調は， r国文学史」に関するそれと対極的なものであるといえる O すなわち，

「要目jにおいては「中等教育に於ける所の国語と云ふもの、教授の中枢J(芳賀)

とまでされたものの， r改正jでは「普通教育Jの範簡を超えているとし寸評価に

つ臼円。



至ったのが「国文学史jであったのに対し， r要目jまでは看過されてきたもの

が， r改正jでは非常に重要視されるようになったのが「作文jなのである D

{国皐院雑誌jは，文部省の諮問をふまえて今後の中学校の国語教育について論

じている記事において， r昨今jの中学生の「国語に関する実力の乏しきは実に驚

くべき状態jであるとしている (2ヘここで f圏撃混雑誌jが「実に驚くべき状態j

と非難する中学生の学力が 具体的にどのような側面に関して述べられているも

のであるかについては明確でない。しかし，中学校の生徒は「高尚なる理論を授

くるを要せざれども，社会の実用には相当に応、じ得るやうJ養成されるべきであ

ると主張していることや，間誌次号において「教授がすべて実際に適切ならむj

ことを主眼として， r作文を多作せしめ，書翰文の形式を熟知せしめ，習字と講読

作文との連絡を一層ならしむるJことが「当今の欠点を補ふに足るものといふベ

しjと論じていることから，作文や手紙を書く素養が，中学生に欠落しているこ

とを訴えているものと理解することができる(2~このように，生徒の文章能力や

作文教授の現状を概嘆しながらその重要性を訴える論考は， r要目Jから「改正J
の間において散見される(泊。例えば，文科大学の岩佐重ーは次のように述べてい

る。

中等教育に於ける作文科は 更にす遂の発展もなさないのみならず，甚だしき

は無用の長物視されて居る維な観があるのは， J~貢る遺憾の極である{加。

岩佐によれば，作文科は「由語教授中の中心とも云ふべきものjであり， r極め

て重きを置かねばならぬ筈であるjにもかかわらず 現場の教師が作文の授業を

受け持つことを fーの災難jと思っていることを非難している O このような状況

で生徒の文章能力の発達を願うことは「木に街りて魚、を望むよりも至難の事であ

るjという O

北海道庁立札幌中学校教諭・佐藤正範も以下のように嘆く。

我が教育界に於ける作文の成績は，終始一貫微々として振はず，市も近

時年々歳々段遅旗堕に傾き，実際生徒の作文を検閲添削する毎に(略)

紙を掩ひて嘆息すること，背に数次のみに止らず… (24)

そして佐藤は， r一，中学校令施行規則及び教授要自の改正Jr二，作文教授時

間の配当Jr三，教科用書及ひ文例募集」などの具体的な提案をしている。このう

ち， r -Jは，作文が[各学科目と共に独立の一学科自に配伍」されること， r二J
は， r作文教授は第一学年より第五学年までを通じて，毎週一時間づ、の時間を配
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当すべき規定を設けられたき事jという提案である o r改正」において「作文jは，

国詰及漢文科内のー科目として「独立Jし，全学年に設置されることになったの

は前述のとおりである D 佐藤の論考が具体的にどの程度の影響力を持ったものか

は定かではないものの， r改正Jにおける変更が佐藤の提示したものに近似したか

たちになっていることから，結果的に佐藤の主張は 当時の世論を反映していた

ものであったということができるだろう D

「国文学史」廃止の背景として「時間の経済jを挙げた前掲の柴野六助は， r講
読jとの連係において「作文jを語っている O

文章の下手な事と読書力の乏しき事とは，其の原因をーにす。即ち多く

読まざるが故に，読書力乏しく，多く読まざるが故に，又多く作らざる

が故に，作文が下手なるなり O 多読(名文暗記も此に含まる)多作は作

文上達の秘秘、訣なり α倒5ω)

ここで柴野は， r読本一種主義jを擦携している O すなわち「講読jの教科書

で， r文法J，r文学史J，さらには「作文」も兼用することができるとするのであ

るo r作文」重視の中で生じた「国文学史Jの廃止は，教科内容や教授法の合理化

の一貫として捉えることも可能だろう O

4. まとめ

「国文学史」の廃止を促した中学校長会議の答申の背景には，中学校の教育内容

の精選や改善への志向があると考えられる。「国文学史Jの廃止が意味するのは，

そのような志向の実体化である。先述したように，中学校の役割が[エリート教

育Jから変化しつつある中で， 1902 (明治35)年の「要目Jはその変化に対応、して

いるものではなかった。それに対して様々な教育誌上で「普通教育jの範囲や程

度が議論されることになった。 国語教育においては「国文学史Jがその湿上に載

せられることになり，結果的には「普通教育Jの内容としてはふさわしくないも

のとして見なされ，答申や「改正」に反映されたのである O

今後の課題として残るのは，教材構成の史的変遷の観点から「国文学史Jの廃

止を論じることである D これによって，その鹿止のもうひとつの意味を導出する

ことができると考えられるからである。

「要目Jを起点として考えるとき，それから 9年後の「改正jにおける「国文学

史jの廃止は，一見，方針の転換のようにも見える。しかし，明治20年代以降の
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毘語教育論の展開をふまえると，この廃止はむしろ 必然、的なものであるといえ

よう O 明治20年代から継続的に論じられてきたのは，日常的に使用する言語や文

章を教育内容の中心にするということであっ t:.o そして同時に「現今jの国語教

育や教科書が，古語・古文偏重であることの批判であった。日常的な言語を中心

にする方針を明示し，確定したのが1902(明治35)年の「要自Jである。「要目j

において「講読jの範閣は，原則的に近吉時代(鎌倉・室町)以降とされ，上

古・中古時代の文章(特に和文体の作品)は，そこから除外されたのである o 管

見の資料からは，この動向や論調は「要目j以降 より強まったと見ることがで

きる o r要自jでは，近古以降の文章を「講読jで扱う一方で 主に中古弘前の文

章を補完的に扱う役割を担ったのが[国文学史jだ、った。この設置によって， I~J 

古以前の文章を中学校の毘語教育の内容として存続させることが可能になったの

である D しかし， r要目jから[改正Jに至る過程で，本稿で採り上げたような

「国文学史j不要論が現れ，結果的に廃止されることになるのは，明治20年代か

らの動向が強まり，徹底されたことの証左といえるだろう。「改正Jによって，制

度上からは中古以前の文章を扱う時間や科呂が消滅したのである。

注

(1) 芳賀矢ー[中等教育に於ける国文学史Jr教育公報J276号， 1903 (明治36)iOOJJ 15 

iヨ， p.4 

(2 ) 問上

( 3 ) 野地滞家(1974)r国語教育通史i共文社

(4 ) 筆者は， I古文j概念の形成過程の解明について，継続的な研究を行っている O 八木

雄一郎 (2006)I小1:1コ村義象のi話語教育論一明治20年代における f盟諸蹴の!時代(:19拡大j

の中で-J(r人文科教育研究i第33号)，同 (2007a)阿国語jと[古文jの境界織を

めぐる対立-r尋常中学校教科細白調査報告J(1898 (明治31)年)における上田万年と

小中村義象-Jm!l ~j~科教育j 第61集) 向 (2007b)i中学校教授要自の成立過程にお

ける文章観Ja日本語と司本文学j第45号)。

(5 ) 現行の学習指導要領においては「古典Jという科目の下位分類として「古文jと「漢

文Jが設置されており， I日本の吉典Jを[古文Jと呼称することになっている。先行

研究においては，ハルオ・シラネ，鈴木登美 (1999)は，古典文学作品を f古典(カ

ノン)Jという概念として捉え，重要な古典と見なされているテクスト群が，選別，聖

別，規範化などを経て価値ある「古典jとなるまでの過程 (iカノン化J) を分析してい

る。本稿では，このような[古典」概念の定義をふまえたうえで，学習指導要領上で使

用される「古文Jという呼称を用いている。
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( 6) r改正Jの f注意jの項には f文法ハ特ニ其ノ l時間ヲ設ケサル学年ニ在リテモ使宜講

読・作文等ニ附帯シテ之ヲ教授シ又ハ練習セシムヘシJr習字ハ特ニ其ノ時間ヲ設ケサ

ル学年ニ在リテモ作文・書取其ノ他ノ場合ニ於テ常ニ書写ニ練熟セシメンコトヲカムヘ

シJとあり，どちらも各学校，教師の裁長でその扱いの多寡を調整できることにはなっ

ている O

(7) 本文中にも述べているように， 1改正」においては日英文講読」にも重視の傾向が見

られる O 具体的には， 1要因jにおいて「閤語漢文ヲ謀スル比Jとして示されていた

I1認諾jと li英文jの取り扱いの比率が「改正」において変化し，全学年において「漢

文講読Jの比率が上昇しているのである。この背景について打越孝明(1994)は，明

治40年代前半に「漢学復興jと!呼ばれる現象があったことを指摘している (1明治40年

代の思潮-fi.英学復興jの背景と教育Jr大倉山論集j第36号)。筆者が本稿の作成過

程で閲覧した雑誌資料や教科書;資料からは，打越の指摘を補強あるいは克服しうる観点

を提出することができなかった。そのため， li英文講読jについては本文中での言及を

避けた。

( 8 ) 1中学校教授要自の発布Jf教育時論j606号， 1902(明治35)年 2月15日， pp.44-45 

(9) r可i二， p.45 

(10) 11=1:1学校教科細目調査に就てJr教育持論j459号， 1898(明治31)年 l丹15日， p. 100 

同様の批判は「尋常中学校教科細目調査委員J(関誌448号， 1897(明治30)年 9月25日)

においてもなされている。

(11) 111=1学校長会議の答申Jr図準i淀雑誌i第15巻第 8号， 1909(明治42)年 8月15日， p. 

105 

(12) 諮問 f国語及j英文科教授の改善方法如何jに対する答申は以下の通りである。

一. I童話及j英文科教材は国民道徳に資すべき材料を多くし他の学科に於て確実なる知識を

習得せしむべき教科は之を省くこと

二，講読は通読と精読とを並行せしめ其総議ーを増加すること O 但し適当なる教科書を編纂

すること

三，講読の際常用文字熟語等に就ては適度に其類字類語等を示し其応用を知らしめ其練習

をなさしむること

凶，故事，訪日京等の説明は普通必要なるもの、みに止め専門的範囲に入りて時間を徒費す

ることを避くること

五，講読は一語一旬を解せしむると何時に全文の大意をも捕捉せしむること

六，名文を暗記せしむること

七，文法は初年級より教科書を用ふる場合に於ても講読作文の際に適切なる例に依り実際

上之を修得せしむること

八，作文の)1聞は成るべく実用的のものを選ぶこと、し特に他の学科に於てJ受けたる事項を

採り連絡を保たしむること

九，書翰文の形式を熟知せしむること

十，作文に於ては添削の方法を簡便にし生徒をして多く作らしむること
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十一，警取を多くし既に学びたる漢字 熟字等に習熟せしむること

十二，習字と講読及作文との連絡を一層密接ならしむること

十三，他の学科に於ても教授の際漢字熟語等に就ては特に注意して英知識を精確にせしむ

ること

(3) 論考の中に[余は現今，高等女学校に奉職すjとあるのみで，所属校は明示されてい

ない。

(14) 芝野六助[中等教育の国語教授を論じて読本編纂に及ぶ(つずく)J r教育(~渓会)j

324号， p.9 

(5) 安倍徳太郎「中等教育(主に中学校)に於ける f毘語科jの地位Jr教育学術界j第

17巻第 6号. 1908 (明治41)年2月10日.p.66 

(6) 野村八良「中学校と国文学史Jr教育時論j873号. 1909(明治42)年7月15日， p.9 

(7) 向上， p.9 

(8) 文部省内教育史編纂会(1939)r明治以降教育制度発達史(教育資料調査会)間戦

の「学事諸統計Jを参照。例えば1899(明治32)年には学校数191校，生徒数69，179名だ

ったものが， 1909(明治42)年には学校数305校，生徒数118，133名となっている(全国の

官・公-私立の総計)。

(9) 米間後彦 (992)r近代日本中学校制度の確立一法制・教育機能・支持基盤の形成-J
東京大学出版会， pp.117-118 

(20) r中学校の毘詰Jn週皐|混雑誌j第15巻第 7号， 1909(明治42)年 7J=J 15目。「紫報J僻j

の掲載記事であるため，執筆者は明記されていない。

(21) r国語漢文の教授Jr図皐i淀雑誌j第15巻第 8号， 1909(明治42)年8)~ 15日

(22) 滑111道夫(1977)は明治期の作文教育を概括して「修辞的作文から，離脱して， し

だいに達意の作文へ向う過程としてとらえることができるだろうJと述べているは日

本作文綴方教育史 1<明治綜>j国土杜， p. 353) 0 この指摘を，明治末期の作文教育論

の趨勢が実用的な文章を諮:く素養への志向にあったことの傍証として挙げておきたし、。

(23) 岩佐重一「中等教育の作文科に就て(上)Jr教育時論J792号 1907 (明治40){f.4H 
15日， p.10 

(24) 佐藤正範[作文教授に関する文部省諮問案に就きてJr教育持論 800号， 1911 (明治

42)年7月5日， p.9 

(25) 脚注(14)の論考より引用。
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The meaning of abolition of Literary History in 1911 

Yuichiro YAGI 

Summary: 

Set up in 1902， Literary History attracted attention as “the most important subject in 

japanese". However， Literary History was abolished when system revision was made in 

1911. The reason why Literary History was abolished after only 9 years is not clear. 

Official opinions by the Ministry of Education have not been discovered. This writing 

examines the background in the abolition of Literary History based on the articles and 

theses carried in education magazines in those days. This is indispensable in following 

the formation of today's japanese Classics concept. Since the content of Literary History 

was too specialized， the education magazines at the time criticized educational content 

prescribed by the educational system was not practical for junior high school. The 

inquiry of the Ministry of Education in 1909 had the most direct in自uenceon the 

abolition of Literary History. And also the report of a meeting organized by the 

principals of the junior high school. The system revision effected in response to this 

report aimed at the improvement of education content. Namely， the educational content 

that was criticized as not suitable for actual condition of the junior high school was 

reconsidered and the curriculum suitable for scholastic ability level of the junior high 

school was created. At this time， Literary History was judged unnecessary in Japanese 

junior high school and was abolished. On the other hand， Composition attracted attention 

as an important subject newly and number of school hours is increased. What remains 

for further research， as a result of the abolition of Literary History， is how the 

composition of teaching materials for Reading has changed. This investigation enables 

us more comprehensive discussion about the abolition of Literary History. 
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